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【構想の理念】市民と連携しながら、愛され親しまれる美術館
１．美術館の持つ資源を活用して、市民に美術に対する新たな発見と感動の場を提供し、豊かな創造力を育む「何か
が見つかる美術館」
２．美術資料の収集・整理・保管を充実・強化するとともに、次世代に引き継ぐための活用・普及を実践する「明日へ向
かう美術館」
３．他施設との連携や来館者とのコミュニケーションを図り、市民の視点に立った取り組みを実践する「みんなと歩む美術
館」

施 設 概 要

設　　置：平成9年10月
敷地面積：12,018㎡、建築面積： 2,829㎡、延床面積： 4,455㎡
建物構造：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）２階建
施設内容：
　　１階：ミュージアムショップ，レクチャールーム，市民ギャラリー，事務室，収蔵庫
　　２階：展示室２室，メディアコーナー，カフェ
　　屋外：野外劇場

施 設 の 設 置 目 的

管 理 ･ 運 営 に 関 す る 基 本 理 念 ， 方 針 等

市民の芸術に関する知識及び教養の向上並びに芸術文化の交流の推進に寄与するため、新潟市新津美術館を設置する。
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新潟市新津美術館条例

新潟市新津美術館

文化スポーツ部　新津美術館

新潟市秋葉区蒲ヶ沢109番地１


